
申告書は自分で
書いてお早めに！

　

町
・
県
民
税
は
国
税
で

あ
る
所
得
税
と
は
別
に
前

年
１
年
間
の
所
得
に
か
か

る
地
方
税
で
す
。
所
得
税

の
確
定
申
告
を
し
た
人
は

町
・
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

町・県民税
の申告

　

た
だ
し
、
確
定
申
告
を
し
て
い

な
い
人
や
確
定
申
告
の
必
要
が
な

い
人
で
も
次
の
場
合
、
町
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

◎
平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
町

内
に
住
ん
で
い
て

▼
同
21
年
中
に
給
与
所
得
以
外
の

所
得
が
あ
っ
た
人

▼
同
21
年
中
に
給
与
所
得
が
あ
る

人
で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い

人▼
同
21
年
中
に
退
職
し
た
人

◎
平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
町

外
に
住
ん
で
い
て

▼
町
内
に
事
業
所
や
家
屋
敷
の
あ

る
人

　

昨
年
に
町
・
県
民
税
の
申
告
を

し
た
人
な
ど
申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
人
に
は
、
申
告
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
申
告
書
を
受
け
取
ら

れ
た
人
で
平
成
21
年
中
に
所
得
が

な
か
っ
た
人
は
、
申
告
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
次
の
よ

う
な
場
合
は
所
得
が

な
く
て
も
、
申
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

①
町
・
県
民
税
の
課
税
（
所
得
）

証
明
書
が
必
要
な
人
（
融
資
、
奨

学
金
、
健
康
保
険
の
扶
養
確
認
、

公
営
住
宅
の
入
居
な
ど
に
必
要
）

②
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
人

③
国
民
年
金
の
減
免
申
請
な
ど
を

さ
れ
て
い
る
人

④
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
該
当

者
　

町
・
県
民
税
の
申
告
は
、
３
月

15
日
（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）
ま
で
、

次
の
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
（
上

表
の
確
定
申
告
会
場
で
は
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
会
場　

税
務
課
、
日
生
・
六
瀬

住
民
セ
ン
タ
ー

▼
時
間　

午
前
８
時
45
分
〜
午
後

５
時
30
分

※
日
生
・
六
瀬
住
民
セ
ン
タ
ー
は

受
け
付
け
の
み
で
す

税
の
申
告
は
お
早
め
に

町・県民税の新たな住宅ローン控除
の創設
　前年分（平成21年分以降）の所得
税の住宅ローン控除を受けた人で、
住宅ローン控除可能額が所得税額よ
り大きく、控除しきれなかった額が
ある場合には、平成22年度分以降の
町・県民税から控除する措置が講じ
られます。町への申告は、原則不要
となります。
町・県民税の公的年金からの引き落
とし（特別徴収）の実施
　平成20年度税制改正によって、多
くの市区町村では、平成21年10月以
降に支給される公的年金から、住民
税の引き落としが実施されています
が、本町では制度の導入を1年延期

したため、平成22年10月以降に支給
される公的年金から、町・県民税の
引き落としを実施します。なお、こ
の制度は町・県民税の納付方法を変
更するものであり、税負担が増える
ものではありません。
上場株式などの配当所得における申
告分離課税選択と損益通算の特例の
創設
　平成21年1月1日以後に支払いを受
けるべき上場株式などに係る配当所
得について、総合課税と申告分離課
税が選択できるようになりました。
申告分離課税を選択した場合は、配
当控除は適用されませんが、上場株
式などに係る譲渡損失との間で損益
通算を行うことが可能となります。

町・県民税の主な改正点等（平成２２年度から適用分）

問い合わせは
◎所得税・贈与税・消費税
　 伊 丹 税 務 署 （☎ 779 － 6121、 伊 丹 市
千 僧 1 ― 47 ― 3）

◎町・県民税
　 税 務 課 （☎ 766 ― 8702）

申
告
書
を
作
成

す
る
と
き
は

　

申
告
書
を
作
成
す
る
と
き

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.nta.go.jp/

）

の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
と

税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ

た
申
告
書
な
ど
が
作
成
で
き

ま
す
の
で
、
印
刷
し
て
提
出

所得税
の確定申告

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

電
子
申
告
（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
）
を
利

用
し
て
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
自
分
で
計
算
を
す
る
場

合
に
使
う
と
便
利
な
「
所
得
税
の

確
定
申
告
の
手
引
」
や
申
告
書
用

紙
な
ど
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

期
限
間
近
に
な
る
と
、
申
告
会

場
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
待
つ

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
申
告
書

は
自
分
で
作
成
し
て
、
で
き
る
だ

け
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
は
、
郵
便
や
信
書
便
で
の

送
付
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
人

　

確
定
申
告
が
必
要
な
人
は
、
次

の
よ
う
な
人
で
す
。

▼
給
与
所
得
が
あ
る
人
で
、
給
与

の
年
間
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を

超
え
る
人

▼
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所

得
・
退
職
所
得
を
除
く
）
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

▼
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
年
末
調
整
を
し
な
か
っ

た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種
の

所
得
金
額
（
給
与
所
得
・
退
職
所

得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
人

▼
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
公

的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
の
合
計
額

か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
き
、

そ
の
金
額
（
課
税
さ
れ
る
所
得
金

額
）
に
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た

税
額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差
し
引

い
た
結
果
、
残
額
の
あ
る
人
な
ど

確
定
申
告
を
す
れ
ば

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
人

　

給
与
所
得
者
な
ど
で
、
所
得
税

の
申
告
義
務
の
な
い
人
で
も
、
次

の
よ
う
な
場
合
は
、
申
告
す
れ
ば

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▼
災
害
・
盗
難
・
横
領
に
よ
り
住

宅
や
家
財
な
ど
の
資
材
に
受
け
た

損
害
な
ど
に
つ
い
て
雑
損
控
除
の

適
用
を
受
け
る
人

▼
病
気
や
け
が
な
ど
で
支
払
っ
た

多
額
の
医
療
費
に
つ
い
て
医
療
費

控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

▼
家
屋
を
住
宅
借
入
金
な
ど
で
新

築
・
購
入
な
ど
し
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

還付申告センター

会場名
開設日時

（土・日・祝日を除く）
ＪＲ北新地駅前会場
ＪＲ「北新地」駅東改
札口すぐ 大阪駅前第2
第3ビル間地下歩道

2月1日（月）～同26日（金）
午前9時30分～午後4時

阪急逆瀬川駅前会場
阪 急「 逆 瀬 川 」 駅 前 
アピアホール

2月1日（月）～同15日（月）
午前9時30分～午後4時

確定申告会場

対象 会場名 開設日時
（土・日・祝日を除く）

給与所得と
年金所得

アステ川西
アステホール

2月2日（火）～同24日（水）、
　午前9時30分～正午
　午後1時～同4時
※同16日（火）は開設しません

譲渡所得を含む
すべての相談

伊丹市立産業
情報センター

3月15日まで
午前9時～午後5時
※2月21日（日）・同28日（日）
は開設します

○混雑の状況によっては、上記時間にかかわらず受付を締め切る
場合があります。○アステ川西アステホールでは、土地や建物な
どを売却した所得および贈与税に関する相談は行いません。これ
らに関する相談は、伊丹市立産業情報センターへお越しくださ
い。○3月15日までは、伊丹税務署では申告の相談を行いません。
○会場へは、公共交通機関を利用してください。

平成21年分の確定申告会場がアステ川西と伊丹
市立産業情報センターに設けられます。また、町・
県民税の申告は、３月15日（月）まで税務課で受
け付けます。期限間際は混雑が予想されます。申
告は早めに済ませましょう。
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